
目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
方
法
を
定

め
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
一

○
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴

聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

労
働
委
員
会

○
青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

調

達

課
）
…
四

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
病

院

局

情
報
管
理
課
）
…
五

正

誤

○
令
和
八
年
五
月
一
日
定
例
出
先
機
関
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
営
農
大
学
校
）
…
五

規

則

青
森
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
方
法
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
六
号

青
森
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
方
法
を
定
め
る
規
則

青
森
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
七
号
）
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例

第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限

る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を

当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）

を
使
用
す
る
も
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第1067号令和８年５月20日 水曜日

第
千
六
十
七
号

令
和
八
年五

月
二
十
日

（
水
曜
日
）



行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
七
号

行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

（
平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

二
の
表
大
間
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
間
区
域

大
間
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
一
本
釣
漁
業

２

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
一
本
釣
漁
業

３

総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

４

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

５

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

６

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ

漁
業

７

小
型
合
併
漁
業
の
う
ち
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の

漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
さ
め
は

え
な
わ
漁
業

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
安
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
泉
野
一
丁
目
四
の
二

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

イ
オ
ン
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の

二
五
代
表
取
締
役

辻
雅
信

変
更
な
し

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ

ラ
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
の

五代
表
取
締
役

野
々
口
剛

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ

ラ
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
の

五代
表
取
締
役

北
原
克
哉

令
和八･
四･
一
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株
式
会
社
コ
ム
ネ
ッ
ト

宮
城
県
東
松
島
市
矢
本
字
北
浦
九
七
の

二代
表
取
締
役

佐
藤
隆
志

変
更
な
し

株
式
会
社
ワ
ー
ク
マ
ン

群
馬
県
伊
勢
崎
市
柴
町
一
七
三
二

代
表
取
締
役

小
濱
英
之

変
更
な
し

三

届
出
年
月
日

令
和
八
年
四
月
三
十
日

四

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
九
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
沖
館
店

青
森
市
沖
館
一
丁
目
一
の
四
四

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

三

市
町
村
の
意
見
の
概
要

１

昼
間
及
び
夜
間
の
変
動
騒
音
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
環
境
基
準
を
超
過
し
て
い
る
地
点
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
確
実
に
騒
音
対
策
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
騒
音
に
関
す
る
苦

情
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
誠
実
に
対
応
し
、
解
決
に
努
め
る
こ
と
。
（
指
針
二
２
（
１
）
①

②
）

２

廃
棄
物
保
管
施
設
②
、
③
が
建
築
物
に
該
当
し
、
延
床
面
積
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て

増
加
す
る
場
合
、
建
築
基
準
法
の
確
認
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
指
針
二
２
（
２
）
①
②

③
）

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間
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午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
五
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
売
買
）

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

372番

福
士
明
宏

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
吉
野

1053番

敷
浪
秋
雄

南
津
軽
郡
藤
崎
町
青
森
市

浪
岡
大

字
増
館
若
柳

179番
1

小
笠
原
勝
行
青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
石

川
岡
田

243番
1
ほ
か
１

筆

長
根
淳
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
上
淋
代
105番

1
17

ほ
か
１

筆

金
渕
亘

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
根
古
橋
342番

ほ
か
１

筆

伊
沢
義
春

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

沖
山

106番
2

01
ほ
か
４

筆

佐
々
木
一
雄
上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

沖
山

736番
1
ほ
か
３

筆

労

働

委

員

会

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

岩

谷

直

子

青
森
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
五
月
青
森
県
労
働
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
」
を
「
（
令
和
八
年
三
月
青
森

県
訓
令
甲
第
八
号
）
及
び
青
森
県
行
政
文
書
等
管
理
規
程
（
令
和
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
九

号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
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放
射
線
機
器
保
守
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
室
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

エ
ム
・
シ
ー
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
の
一
品
川
イ
ー
ス
ト
ワ
ン
タ
ワ
ー
一
二
階

六

落
札
金
額

四
億
五
千
六
百
五
十
二
万
九
千
九
百
二
十
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
二
月
十
二
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
算
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
管
理
室
情
報
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

四
千
三
百
八
十
九
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も

の
で
あ
る
。正

誤
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青
森
県
営
農
大
学
校

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
八･
五･
一

第
一
〇
六
〇
号

出
先
機
関

三

上

一
四

令
和
八
年
三
月

令
和
九
年
三
月

一
九

令
和
八
年
三
月

令
和
九
年
三
月
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


